


本条例は、『無意識の思い込み』の解消を目的と
して、都民に都の施策に協力することを求める努
力義務を課す条例です。個人の内心や思想を「是
正、解消」すべき対象とする点が大きな問題です。

憲法第 19条：思想・良心の自由
憲法第 21条：表現の自由
と緊張関係を生じさせる可能性があります。

そもそも、条例は地方自治法第 14条 1項に基
づき、法令に違反しない範囲で制定される必要
があります。上位法令である、女性活躍推進法
でも個人の内心を行政が是正、矯正する構造は
採られていません。本条例は、個人の内心であ
る『無意識の思い込み』の解消を目的としてお
り、法律の対象範囲を超える可能性があります。


